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作業停止計画調整マニュアルの変更概要

2026年2月2日
電力広域的運営推進機関



2作業停止計画調整マニュアルの変更について

◼ 「作業停止計画調整マニュアル」は発電設備及び流通設備の作業停止を計画的かつ円滑に
実施するため以下に係る詳細事項について解説するものであり、2018年10月に策定。

⚫ 電力広域的運営推進機関の業務規程

➢ 第11章 作業停止計画の調整

➢ 第12章 系統情報の公表

➢ 附則（平成30年6月29日）

⚫ 送配電等業務指針

➢ 第12章 作業停止計画の調整

➢ 附則（平成30年6月29日）

◼ 実運用における課題等で考え方の整理が必要となった場合は、適宜マニュアルを見直している。

◼ 今回、蓄電池早期連系追加対策として導入された「充電制限契約」を有する蓄電設備につ
いて、発電等制約の対象となった場合の対応を追記するため「作業停止計画調整マニュアル」
への反映事項を整理した。



3主な変更内容

№ 項目 変更内容

１
充電制限契約を有する蓄電
設備の発電等制約における扱
いを追記

充電制限契約を有する蓄電設備が流通設備作業時における発電等
制約の対象となった場合、N-1対象蓄電設備と同列に、既存蓄電設
備に優先して抑制することを追記。併せて、具体例を記載。



4１．充電制限契約を有する蓄電設備の発電等制約における扱いを追記

◼ 充電制限契約を有する蓄電設備が流通設備作業時における発電等制約の対象となった場
合、N-1対象蓄電設備と同列に、既存蓄電設備に優先して抑制することを追記。併せて、
具体例を記載。

現行 変更案

3.4.6 N-1制御適用蓄電池の扱い
一般送配電事業者は、充電制約対象として、N-1制御適
用蓄電池がある場合は、当該蓄電池に優先的に充電制約
量を配分する。
(1) N-1制御適用蓄電池が複数ある場合
一般送配電事業者は、N-1制御適用蓄電池が複数ある
場合は、N-1制御適用蓄電池に優先的に充電制約量を定
格容量比率按分する。

3.4.6 優先的に制約量が配分される蓄電池の扱い
一般送配電事業者は、充電制約対象として、N-1制御適
用蓄電池、充電制限契約適用蓄電池がある場合は、当該
蓄電池を優先制約対象蓄電池として優先的に充電制約量
を配分する。
(1)優先制約対象蓄電池が複数ある場合
一般送配電事業者は優先制約対象蓄電池が複数ある場
合は、優先制約対象蓄電池に優先的に充電制約量を定
格容量比率按分する。



5１．充電制限契約を有する蓄電設備の発電等制約における扱いを追記

種別 定格容量 充電制約量

一般需
要

― 30万kW ―

Ｃ蓄電
池

― 5万kW ―

Ｄ蓄電
池

― 10万kW ―

Ｅ蓄電池 N-1制御適用 10万kW ▲7.5万kW

Ｆ蓄電池
充電制限適

用
10万kW ▲7.5万kW

×

×

停
止

A変電所

B変電所

E蓄電池

30万kW 10万kW

Ａ
Ｂ
送
電
線

運用容量
50万kW

B負荷

F蓄電池

10万kW

B

C蓄電池

5万kW

B

D蓄電池

10万kW

B
(N-1対象) (充電制限対象)

◼ 優先制約対象蓄電池が複数ある場合の定格容量比率按分の例

充電制限契約を有する蓄電設備が流通設備作業時における発電等制約の対象となった
場合、N-1対象蓄電設備と同列に、既存蓄電設備に優先して抑制する。



6（参考）第52回系統ワーキンググループ（2024年9月18日）資料3



7（参考）第2回次世代電力系統ワーキンググループ（2025年3月17日）資料2

⑥貴社の流通設備の故障時および停止作業時は、貴社の求めに応じて当該蓄電池の
系統からの充電を停止すること。


